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附則

第１章 総則

（通則）

第１条 訓練交付金（以下「交付金」という。）の交付

については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化

法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化

に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。第

２１条第１項第１号及び第５号並びに第２９条第１項

において「適正化法施行令」という。）、防衛施設周

辺対策事業補助金等交付規則（以下「交付規則」とい

う。）その他の法令に定めるもののほか、この訓令の

定めるところによる。

（交付の目的）

第２条 交付金は、自衛隊又は外国の軍隊（以下この条

及び次条第１号において「自衛隊等」という。）が行

う訓練が、その訓練のために使用される施設の周辺地

域に対する生活環境又は開発に及ぼす影響を考慮し、



当該施設の周辺における訓練交付金事業のために必要

な措置を講じ、もって自衛隊等の訓練の円滑かつ確実

な実施を確保することにより、我が国の安全保障に資

することを目的とする。

（用語の定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 共同訓練等 自衛隊等が航空機を使用して行う訓

練であって、次のいずれかに該当し、その訓練のた

めに使用される施設の周辺地域に対する生活環境又

は開発に著しい影響を与えるものをいう。

ア 自衛隊と外国の軍隊との共同訓練

イ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに

日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定（

以下この号及び第３号において「日米地位協定」

という。）第２条第１項の施設及び区域又は一時

使用施設において行われる自衛隊の訓練（アに掲



げるものを除く。）

ウ 日米地位協定第２条第４項（ｂ）の適用ある施

設及び区域において行われるアメリカ合衆国軍隊

の訓練（アに掲げるものを除く。）

⑵ 一時使用施設 自衛隊の訓練のため一時的に使用

される施設であって、防衛省における自衛隊の施設

の取得等に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第６

６号）の規定による手続を経て取得等されたものを

いう。

⑶ 訓練交付金事業 共同訓練等に使用される施設（

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭

和４９年法律第１０１号）第９条第１項の規定によ

り指定する特定防衛施設以外の施設であって、自衛

隊の施設、日米地位協定第２条の規定に基づき日本

国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障

条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊に

提供している施設及び区域並びに一時使用施設に限

る。）が所在する市町村であって、共同訓練等の実



施に理解を示し協力を行っていると認められるもの

（以下「所在市町村」という。）が行う、公共用の

施設（国が設置するもの及び国の補助を受けて設置

するものを除く。以下「公共用施設」という。）の

整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円

滑な実施に寄与する事業（国が行うもの及び国がそ

の経費の一部を負担し、又は補助するものを除く。

以下「特定事業」という。）をいう。

（交付金の交付）

第４条 交付金の交付（間接補助金（所在市町村が交付

する適正化法第２条第４項第１号に規定する給付金を

いう。第２１条第１項第５号及び第３１条において同

じ。）の交付に関する指導監督を含む。）に関する事

務は、地方防衛局長及び東海防衛支局長（以下「地方

防衛局長等」という。）が行うものとする。

（防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱規則の

規定の準用）

第５条 交付金の交付に関する事務の取扱いについては、



交付金を防衛施設周辺対策事業補助金等交付事務取扱

規則（平成１９年防衛省訓令第８０号）第３条第１項

に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金とみなし

て、同訓令の規定を準用する。

第２章 訓練交付金事業に要する費用に充てるた

めの交付金

（交付の対象）

第６条 交付金は、所在市町村に対し、交付するものと

する。

（訓練交付金事業）

第７条 訓練交付金事業のうち、公共用施設の整備に係

る施設は、次に掲げる施設とする。

⑴ 交通施設及び通信施設

⑵ スポーツ又はレクリエーションに関する施設

⑶ 環境衛生施設

⑷ 教育文化施設

⑸ 医療施設

⑹ 社会福祉施設



⑺ 消防に関する施設

⑻ 産業の振興に寄与する施設

２ 訓練交付金事業のうち、特定事業は、次に掲げる事

業とする。

⑴ 防災に関する事業

⑵ 住民の生活の安全に関する事業

⑶ 通信に関する事業

⑷ 教育、スポーツ及び文化に関する事業

⑸ 医療に関する事業

⑹ 福祉に関する事業

⑺ 環境衛生に関する事業

⑻ 産業の振興に寄与する事業

⑼ 交通に関する事業

⑽ 良好な景観の形成に関する事業

（交付金の交付額）

第８条 交付金の交付額は、所在市町村における共同訓

練等により住民の生活の安定に及ぼす影響の程度及び

範囲並びに共同訓練等の規模等に応じ、予算の範囲内



で定める。

２ 前項の交付金の交付額の定めに係る算定にあたって

は、再編関連訓練移転等交付金交付要綱（平成２９年

防衛省訓令第２６号）の対象となる航空機は除くもの

とする。

第３章 訓練交付金事業に要する費用等

（公共用施設の整備に要する費用）

第９条 所在市町村が交付金を充てることができる公共

用施設の整備に要する費用は、次に掲げる費用とする。

⑴ 基本構想策定費 基本構想（公共用施設の整備に

関する基本的な構想をいう。第１３条第１項第２号

アにおいて同じ。）を策定するために要する費用

⑵ 全体計画調査費 全体計画（公共用施設の整備の

全体計画をいう。第１３条第１項第２号アにおいて

同じ。）を作成するために要する費用

⑶ 工事費 公共用施設の整備を工事により行う場合

における当該工事（第５号及び第６号において「工

事」という。）に必要な本工事費（直接工事費、間



接工事費及び一般管理費等をいう。）、附帯工事費、

測量及び試験費、用地費及び補償費、施設及び機械

器具費、各種工事負担金並びに工事雑費

⑷ 物件購入費 公共用施設の整備を物の購入により

行う場合における当該物（第１３条第２号ク及び第

３０条において「物件」という。）の購入並びにこ

れに伴う運搬及び据付けに要する費用

⑸ 実施設計費 工事の設計図書（工事の施工に必要

な図面及び仕様書をいう。第１３条第２号アにおい

て同じ。）を作成するために要する費用

⑹ 地方事務費 工事の実施に附帯して必要な費用及

び所在市町村が所在市町村以外の者が行う工事に交

付金を充てる場合（第１７条第１項の表において「

間接補助の場合」という。）における当該交付金を

充てるために必要な事務費

⑺ 基金造成費 公共用施設の整備として、２年度以

上にわたり継続する訓練交付金事業（以下「継続事

業」という。）を行おうとする場合において、当該



事業に要する経費（前各号に掲げる費用に係る経費

に限る。）の総額を支弁するために必要な額の基金

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１

条の基金をいう。以下同じ。）を設けるために要す

る費用

２ 前項第６号の地方事務費の額は、同項第３号の工事

費の１００分の５を超えない額とする。

（特定事業に要する費用）

第１０条 所在市町村が交付金を充てることができる特

定事業に要する費用は、次に掲げる費用とする。

⑴ 基本構想策定費 基本構想（特定事業に関する基

本的な構想をいう。第１３条第２項第２号アにおい

て同じ。）を策定するために要する費用

⑵ 全体計画調査費 全体計画（特定事業の全体計画

をいう。第１３条第２項第２号アにおいて同じ。）

を作成するために要する費用

⑶ 事業運営費 特定事業の実施に要する費用

⑷ 基金造成費 特定事業として、継続事業を行おう



とする場合において、当該事業に要する経費（前各

号に掲げる費用に係る経費に限る。）の総額を支弁

するために必要な額の基金を設けるために要する費

用

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、事業

運営費（同項第３号の事業運営費をいう。以下同じ。

）であっても交付金を充てることができない。

⑴ 市町村の職員（公共用施設に勤務する職員のうち、

次に掲げる職員を除く。）の給料及び職員手当等に

要する費用（特定事業の実施に附帯して必要となる

費用を除く。）

ア 法令の規定に基づく資格を必要とする業務に従

事する常勤職員

イ 非常勤職員

⑵ 個人に対する見舞金その他の金銭及びこれに類す

る物品の給付に要する費用

⑶ 公共用施設の整備に要する費用（前条第１項各号

に掲げる費用を含む。）



⑷ 公共用施設以外の公共用の施設（以下この号及び

次号において「整備対象外施設」という。）の整備

に要する費用（次に掲げる費用を含む。）

ア 整備対象外施設の整備に関する基本的な構想を

策定するために要する費用

イ 整備対象外施設の整備の全体計画を作成するた

めに要する費用

ウ 整備対象外施設の整備として、継続事業を行お

うとする場合において、当該事業に要する経費の

総額を支弁するために必要な額の基金を設け、又

は当該基金に充てるために要する費用

⑸ 整備対象外施設の運営に要する費用

３ 第１項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる費用

に係る継続事業を行おうとする場合において、当該事

業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の基

金を設け、又は当該基金に充てるために要する費用は、

基金造成費（第１項第４号の基金造成費をいう。）で

あっても交付金を充てることができない。



（補助金等交付申請書の様式等）

第１１条 交付規則第３条第１項の補助金等交付申請書

の様式は別記第１号様式とし、同項の添付書類は次に

掲げる書類とする。

⑴ 別記第２号様式による事業の内容及び経費配分書

⑵ 別記第３号様式による全体事業計画書

⑶ 別記第４号様式による収支予算書

（契約等）

第１２条 訓練交付金事業を遂行するため、売買、請負

その他の契約をする場合は、一般競争に付さなければ

ならない。ただし、当該事業の運営上、一般競争に付

することが困難又は不適当である場合は、指名競争に

付し又は随意契約によることができる。

（軽微な変更）

第１３条 交付規則第４条第１項第１号に規定する軽微

な変更であって公共用施設の整備に係るものは、次に

掲げる変更とする。

⑴ 事業の経費の配分の変更のうち次に掲げる経費の



流用による変更で、流用先の経費（工事費について

は各種別経費（本工事費、附帯工事費、測量及び試

験費、用地費及び補償費、施設及び機械器具費、各

種工事負担金並びに工事雑費をいう。以下この号イ

において同じ。））の増加額が変更前の当該経費に

１００分の２０を乗じて得た額（当該額が２０万円

未満である場合には２０万円）を超えないもの

ア 基本構想策定費（第９条第１項第１号の基本構

想策定費をいう。）と全体計画調査費（同項第２

号の全体計画調査費をいう。）相互間の流用

イ 工事費の各種別経費相互間の流用。ただし、工

事雑費への流用を除く。

ウ 工事雑費又は地方事務費から実施設計費への流

用

エ 物件購入費と工事費相互間の流用。ただし、工

事雑費への流用を除く。

オ 実施設計費から工事費（工事雑費を除く。）、

物件購入費への流用



カ 地方事務費から工事費又は物件購入費への流用

⑵ 事業の内容の変更のうち次に掲げる変更以外の変

更

ア 基本構想の策定又は全体計画若しくは設計図書

の作成に必要な調査の種類又は方法の変更

イ 工事施工場所又は構造物の規模若しくは基本構

造の変更。ただし、誤測又は違算によるわずかな

変更を除く。

ウ 建築設備機器（建築設備（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第３号に規定する建

築設備をいう。）の部分となって用いられる機械

又は器具のうち重要な機械又は器具をいう。）の

品目、規格、型式又は数量の変更

エ 建物の主要構造部（建築基準法第２条第５号に

規定する主要構造部をいう。）、工法又は仕上材

料の変更

オ 遮音材料、吸音材料又は防音建具の気密機構の

変更



カ 施設及び機械器具費に係る仮設物の数量又は１

基当たり５０万円を超える機械器具の品目、規格、

型式若しくは数量の変更

キ 本工事費若しくは附帯工事費の算定の基礎とな

る工種ごとの額又は測量及び試験費、用地費及び

補償費若しくは施設及び機械器具費の算定の基礎

となる区分ごとの額の変更（当該変更に係る額が、

当該工種又は区分の変更前の額に１００分の２０

を乗じて得た額（当該額が２００万円を超える場

合は２００万円）を超えるものに限る。）を伴う

事業の内容の変更

ク 物件購入費に係る物件の品目、規格、型式又は

数量の変更

ケ 公共用施設の整備の完了予定期日の１月以上の

延期又は当該期日の属する年度の翌年度にわたる

延期

２ 交付規則第４条第１項第１号に規定する軽微な変更

であって特定事業に係るものは、次に掲げる変更とす



る。

⑴ 事業の経費の配分の変更のうち基本構想策定費（

第１０条第１項第１号の基本構想策定費をいう。）、

全体計画調査費（同項第２号の全体計画調査費をい

う。）及び事業運営費の相互間流用による変更で、

流用先の経費の増加額が変更前の当該経費に１００

分の２０を乗じて得た額（当該額が２０万円未満で

ある場合には２０万円）を超えないもの

⑵ 事業の内容の変更のうち次に掲げる変更以外の変

更

ア 基本構想の策定又は全体計画の作成に必要な調

査の種類又は方法の変更

イ 事業運営費の算定の基礎となる区分ごとの額の

変更（当該変更に係る額が区分の変更前の額に１

００分の２０を乗じて得た額を超える変更に限る。）

を伴う事業内容の変更

ウ 特定事業に主要な部分の著しい内容の変更

エ 特定事業の完了予定期日に１月以上の延期又は



当該期日に属する年度の翌年度にわたる延期

（補助事業等計画変更承認申請書の様式）

第１４条 交付規則第４条第１項第１号の補助事業等計

画変更承認申請書の様式は、別記第５号様式とする。

（遂行困難な場合の報告）

第１５条 交付規則第４条第１項第３号の報告の様式は、

別記第６号様式とする。

（調書の保存期限）

第１６条 地方防衛局長等は、所在市町村に対し交付の

決定の通知を行う場合には、交付規則第４条第１項第

４号の調書について、訓練交付金事業の完了の日の属

する国の会計年度の翌年度から５年間保存することと

する条件を付すものとする。

（状況報告）

第１７条 交付規則第６条の報告書の様式及び提出時期

は、次のとおりとする。

報告書の種類 報告書の様式 提出時期



補助事業等着 別記第７号様式 訓練交付金事業の

手報告書 着手後７日（間接

補助の場合にあっ

ては１４日）以内

補助事業等遂 別記第８号様式 訓練交付金事業の

行状況報告書 着手後毎会計年度

１２月３１日現在

の遂行状況を翌月

１４日（間接補助

の場合にあって

は、翌月２１日）

まで

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、補

助事業等遂行状況報告書の提出は要しない。ただし、

訓練交付金事業に着手した年度の翌年度以降は除く。



⑴ 訓練交付金事業の着手後３月以内に訓練交付金事

業が完了する場合

⑵ 訓練交付金事業の着手が１２月１日から１２月３

１日までの間である場合

（中止又は廃止）

第１８条 訓練交付金事業を中止し、又は廃止する場合

には、別記第９号様式により承認の申請を行うものと

する。

（補助事業等実績報告書の様式等）

第１９条 交付規則第７条の補助事業等実績報告書の様

式並びに同条の添付書類及び提出時期は、次の表の区

分に応じ、同表に定めるところによる。

区 分 補助事業等 添付書類 提出時期

実績報告書

の様式

訓練交付金 別記第１０ 別記第１１ 当該事業の



事業が完了 号様式 号様式によ 完了の日（

した場合（ る収支精算 廃止の承認

訓練交付金 書 を受けた日

事業の承認 を含む。以

を受けた場 別記第１２ 下同じ。）

合を含む。） 号様式によ から起算し

る完了検査 て１月を経

等調書 過した日又

は当該事業

完了設計書 の完了の日

の属する国

の会計年度

の翌年度の

４月１０日

のいずれか

早い日まで

交付金の交 別記第１３ 別記第１４ 交付決定が



付決定が行 号様式 号様式によ 行われた日

われた会計 る年度末収 の属する国

年度内に当 支状況調書 の会計年度

該交付決定 の翌年度の

の対象とな 出来高工程 ４月３０日

った訓練交 表 まで

付金事業が

完了しない

場合

（交付金の額の確定）

第２０条 地方防衛局長等は、交付すべき交付金の額を

確定した場合において、既にその額を超える額が交付

金として交付されているときは、当該超える額の交付

金について返還を命ずる。

２ 前項の規定により返還を命ずる場合の返還期限につ

いては、当該命令のなされた日から２０日以内とし、

期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対し



てその未納に係る期間に応じ、年利１０．９５パーセ

ントの割合で計算した延滞金を徴収する。

（交付決定の取消し等）

第２１条 地方防衛局長等は、訓練交付金事業の全部若

しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又

は次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決

定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更すること

ができる。

⑴ 適正化法、適正化法施行令その他の法令若しくは

この訓令の規定又はこれらに基づく防衛大臣の処分

若しくは指示に違反した場合

⑵ 交付金を訓練交付金事業以外の用途に使用した場

合

⑶ 訓練交付金事業に関して、不正、怠慢その他不適

当な行為をした場合

⑷ 交付の決定後生じた事情の変更等により、訓練交

付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなっ

た場合



⑸ 間接補助事業者（間接補助金の交付の対象となる

事務又は事業（以下この号において「間接補助事業

」という。）を行う者をいう。第３１条において同

じ。）が適正化法、適正化法施行令その他の法令に

違反した場合又は間接補助金を間接補助事業以外の

用途に使用した場合

２ 地方防衛局長等は、前項の規定により交付の決定の

全部若しくは一部を取り消した場合において、既に当

該取消しに係る部分に対する交付金が交付されている

ときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返

還を命ずる。

３ 地方防衛局長等は、前項の規定により交付金の全部

又は一部の返還を命ずる場合には、第１項第４号の場

合を除き、その命令に係る交付金の受領の日から納付

の日までの期間に応じ、年利１０．９５パーセントの

割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとす

る。

４ 第２項の規定による交付金の全部又は一部の返還に



ついては、前条第２項の規定を準用する。

第４章 基金の造成等

（基金造成費に係る補助金等交付申請書の様式等）

第２２条 第１１条の規定にかかわらず、基金造成費に

係る交付規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様

式は別記第１５号様式とし、同項の添付書類は次に掲

げる書類とする。

⑴ 別記第１６号様式による事業の内容及び経費配分

書

⑵ 別記第１７号様式による事業計画書

⑶ 別記第１８号様式による基金全体計画書

⑷ 別記第１９号様式による収支予算書

⑸ 基金に関し必要な事項を定めた条例、規則その他

の規定

（基金造成費に係る交付の条件）

第２３条 基金造成費に係る交付の決定の通知を行う場

合は、交付規則第４条第１項に規定する条件のほか、

同条第２項の規定に基づき、次に掲げる条件を付すも



のとする。

⑴ 基金の造成を中止し、又は廃止しようとする場合

は、あらかじめ地方防衛局長等に協議し、承認を得

ること。

⑵ 基金の運用及び処分計画を変更（軽微な変更を除

く。）しようとする場合は、あらかじめ地方防衛局

長等に協議し、承認を得ること。

⑶ 基金の運用により生じた利益は、当該基金に繰り

入れること。

⑷ 基金の造成に係る経理と他の経理は区別すること。

⑸ 基金は、基金の造成目的以外の事業を行うために

処分してはならないこと。

⑹ 基金により行う継続事業の終期となる年度までの

間は、当該事業に関する毎年度の実施状況及び基金

の運用状況について、事業実施年度の翌年度の４月

１０日までに別記第２４号様式による基金運用・処

分実績報告書を提出すること。

⑺ 基金の造成に係る収入及び支出を明らかにした帳



簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠

書類を整理し、基金の造成の完了の日の属する国の

会計年度の翌年度から５年間保存しておくこと。

⑻ 基金による継続事業により取得し、又は効用が増

加した財産については、善良な管理者の注意をもっ

て管理するとともに、目的に従って効率的な運営を

図ること。

⑼ 基金による継続事業においては、公共用施設の整

備に係るものについては第９条第１項第１号から第

６号までに掲げる費用以外の費用に、特定事業に係

るものについては第１０条第２項各号に掲げる費用

に基金を充ててはならないこと。

⑽ 交付決定通知書を受領したときは、速やかに基金

を造成するとともに事業の目的及び内容、事業の始

期及び終期並びに事業に要する経費の総額及び交付

を受けた交付金の額をインターネットの利用その他

の方法により公表すること。

⑾ 前号の規定により公表した事項に変更があった場



合においては、速やかに、当該変更があった事項を

公表すること。

⑿ 継続事業が終了し、又は第１号の規定による廃止

の承認を得たときは、それぞれ当該事業の完了した

日の属する年度の翌年度の６月３０日又は当該承認

を得た日から３月を経過した日までに、別記第２３

号様式による事業評価書を提出するとともに、速や

かに、当該事業評価書の全部又は一部をインターネ

ットの利用その他の方法により公表すること。

⒀ 基金の額が継続事業の実施状況その他の事情に照

らして過大であると地方防衛局長等が認めた場合又

は事業の終期が到来し、若しくは第１号の規定によ

り基金を廃止した場合において当該基金に残余があ

るときは、速やかに、交付を受けた交付金の全部又

は一部に相当する額を国に納付すること。

（基金に充てることができる交付金の額）

第２４条 基金に充てることができる交付金の額は、別

記第１８号様式による基金全体計画書に記載した継続



事業に要する経費の総額の範囲内とする。

（基金の造成等）

第２５条 基金の造成は、基金の運用を行うための預貯

金口座等に預入をして行い、交付金並びに所在市町村

の一般財源等により造成した現金預貯金及びその運用

から生ずる利益により構成されるものとする。

２ 基金の運用は、次の方法により確実かつ効率的に行

うものとする。

⑴ 国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び

利息の支払について政府が保証する債券をいう。）

の取得

⑵ 銀行その他金融機関への預金

⑶ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補て

んの契約があるもの

⑷ 財政融資資金への預託

３ 基金の処分は、継続事業の実施に必要な費用に充て

るために行うものとする。

（基金造成費に係る状況報告）



第２６条 第１７条の規定にかかわらず、基金造成費に

係る交付規則第６条の報告は別記第２０号様式による

補助事業等遂行状況報告書により行うものとし、基金

の造成後７日以内に提出するものとする。

（基金造成費に係る補助事業等実績報告書の様式等）

第２７条 第１９条の規定にかかわらず、基金造成費に

係る交付規則第７条の実績報告は、基金による事業の

完了後において、別記第２１号様式による補助事業等

実績報告書により行うものとし、同条の添付書類は次

に掲げる書類とする。

⑴ 別記第２２号様式による収支精算書

⑵ 別記第２３号様式による事業実績書

第５章 取得財産等の管理等

（財産の管理）

第２８条 地方防衛局長等は、交付の決定をする場合に

おいて、所在市町村に対し、第９条第１項及び第１０

条第１項に規定する費用により取得し、又は効用の増

加した財産（次項並びに次条第１項及び第３項におい



て「取得財産等」という。）については、当該事業の

完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、

交付金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る

ことを条件として付すものとする。

２ 地方防衛局長等は、取得財産等を処分することによ

り収入を得たとき又は得ると見込まれるときは、その

収入の全部又は一部を国に納付させることができる。

（財産の処分の制限）

第２９条 取得財産等のうち、適正化法施行令第１３条

第４号の規定に基づき防衛大臣が定める財産は、単位

数量当たりの取得価格又は効用の増加した価格が５０

万円以上の機械及び重要な器具とする。

２ 適正化法第２２条に定める財産の処分を制限する期

間は、交付規則別表で定める期間とする。

３ 地方防衛局長等は、交付の決定をする場合において、

所在市町村に対し、前項の期間内において、処分を制

限された取得財産等を処分しようとするときは、あら

かじめ地方防衛局長等の承認を受けることを条件とし



て付すものとする。

４ 前条第２項の規定は、前項の承認をする場合におい

て準用する。

（残存物件の取扱い）

第３０条 訓練交付金事業を実施するため取得した機械、

器具、仮設物その他の物件（以下この条において「備

品等」という。）については、当該事業の完了に際し、

その取得価格を基礎とし、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）等を考

慮した額により精算しなければならない。ただし、当

該備品等を防衛省の所掌に属する補助金等を受ける他

の補助事業等（適正化法第２条第２項に規定する補助

事業等をいう。）に使用することを地方防衛局長等が

承認したときは、当該他の補助事業等の完了のときに

精算するものとする。

第６章 間接補助金の交付に関する指導監督

（間接補助金交付の際に付すべき条件等）

第３１条 地方防衛局長等は、所在市町村に対し、当該



所在市町村が間接補助事業者に間接補助金を交付する

ときは、第１２条から第２１条までの規定及び第２８

条から第３０条までの規定並びに交付規則第４条の規

定に準ずる条件を付すよう指導監督しなければならな

い。

第７章 雑則

（委任規定）

第３２条 この訓令の実施に関し必要な事項は、地方協

力局長が定める。

附 則

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。



別記第１号様式（第１１条関係）

訓練交付金交付申請書

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

申請者 住 所

氏 名

令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、訓練交

付金交付要綱により交付金の交付を申請する。

記

１ 事 業 の 目 的：

２ 交 付 金 交 付 申 請 額： 円

３ 事業の内容及び経費配分：事業の内容及び経費配分書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 予 定 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 全 体 事 業 計 画 の 概 要：全体事業計画書に記載のとおり

６ 収 支 予 算：収支予算書に記載のとおり

７ 間 接 補 助 事 業 者：

添付書類：１ 事業の内容及び経費配分書

２ 全体事業計画書

３ 収支予算書

注：１ 交付申請書は、交付金の交付の対象となる事業ごとに作成すること。

２ 間接補助事業者は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う場

合に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。



別記第２号様式（第１１条関係）

事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書

事業の名称：

施 工 工種・ 構造･工法･ 事業量 経 費 の 配 分 経 費 負 担 の 内 訳
品目・ 規格･型式･

又 は 備 考調査の 調査の方法
数 量

経 費 工事費
事業費 交付金

都道府 市 町 そ の
計場 所 種類等 等 の区分 の区分 県 費 村 費 他

円 円 円 円 円 円

注：経費の算出基礎となった書類（設計図書等）を添付すること。



別記第３号様式（第１１条関係）

全 体 事 業 計 画 書

構造・
総 量 前年度まで 本 年 度 翌年度以降 事 業 の

工種・ 工法・
完 了 に

品目・ 規格・ 事 業 事 業 事 業 事 業
要 す る

調査の 型式・ 量 又
事 業 交 付

量 又
事 業 交 付

量 又
事 業 交 付

量 又
事 業 交 付 期 間 備 考

種類等 調査の は 数 は 数 は 数 は 数

方法等 量
費 金

量
費 金

量
費 金

量
費 金 年 月から

年 月まで

円 円 円 円 円 円 円 円



別記第４号様式（第１１条関係）

収 支 予 算 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

３ 補助事業者の予算議決（又は議決予定）年月日：令和 年 月 日

注：収支予算には、交付金以外の財源も併せて記入すること。



別記第５号様式（第１４条関係）

補 助 事 業 等 計 画 変 更 承 認 申 請 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

の実施について、別紙理由書に記載した理由により事業の内容及び経費の配分を変更

したいので、承認を受けたく関係書類を添えて申請する。

注： 関係書類は、訓練交付金交付申請書又は補助事業等計画変更承認申請書に添

付された書類並びに当該書類に添付された書類及び図面の各葉のうち、補助事

業等の計画の変更に伴い変更を必要とする事項が記入されている各葉につい

て、書類にあっては変更前と変更後の補助事業等の計画の相違を容易に比較対

照できるよう所要の修正を加えたものとし、図面にあっては変更後の内容を明

示したものとする。



別記第６号様式（第１５条関係）

補 助 事 業 等 遅 延 等 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

の令和 年 月 日現在の遅延等の状況について、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 交付金交付決定額： 円

３ 事 業 実 施 期 間：（変更前）令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

（変更後）令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

４ 遅 延 等 の 理 由：

５ 事業の内容及び出来高の状況

交 付 決 定 出 来 高

経費の区分 工種・品目 事 業 事 業 進捗率 交付金

及び工事費 ・調査の種 量 又 事 業 費 量 又 事 業 費 (B) の交付 備考

の区分 類等 は 数 (A) は 数 (B) (A)
×100

済額

量 量

円 円 ％ 円

注：翌年度に繰越を予定している場合はその旨備考欄に記載すること。

６ 工程表：（変更前と変更後の工程の差異が判断できるよう、色・線種等で区別し

て記載すること）

添付書頬：工程表



別記第７号様式（第１７条関係）

補 助 事 業 等 着 手 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

について着手したので、下記のとおり報告する。

記

１ 契約の状況等

(1) 設 計 金 額： 円

(2) 契 約 額： 円

２ 着 手 年 月 日：令和 年 月 日

３ 完了予定年月日：令和 年 月 日

４ 契約の結果生じた交付金の交付決定額の剰余額： 円

注：２件以上の契約を締結する場合は、記の１の事項を契約ごとに記載すること。



別記第８号様式（第１７条関係）

補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

について、令和 年 月 日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

記

１ 収支の状況

(1) 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

(2) 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円



２ 出来高の状況

交 付 決 定 出 来 高

経費の区分 工種・品目 事 業 事 業 進捗率 交付金

及び工事費 ・調査の種 量 又 事 業 費 量 又 事 業 費 (B) の交付 備考

の区分 類等 は 数 (A) は 数 (B) (A)
×100

済額

量 量

円 円 ％ 円

注：地方事務費及び工事雑費に関する出来高の状況は、記載の必要はない。



別記第９号様式（第１８条関係）

補 助 事 業 等 中 止 （ 廃 止 ） 申 請 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

の実施について、下記のとおり事業の中止（廃止）をしたいので、承認を受けたく申

請する。

記

１ 交 付 決 定 額 ：

２ 事 業 中 止 （ 廃 止 ） の 理 由 ：

３ 事業中止の期間（廃止の時期）：

４ 添 付 書 類 ：交付決定通知書の写し



別記第１０号様式（第１９条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

を実施したので、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 交付金交付決定額： 円

３ 収 支 精 算：収支精算書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び成果

交 付 決 定 実 績

経費の区 工種・品目 事 業 事 業 差引増△減額

分及び工 ・調査の種 量 又 事 業 費 量 又 事 業 費 (A)－(B) 備 考

事費の区 類等 は 数 (A) は 数 (B) 比 較

分 量 量

円 円 円

６ 事 業 の 成 績：完了検査等調書に記載のとおり

添付書頬：１ 収支精算書

２ 完了検査等調書

３ 完了設計書



別記第１１号様式（第１９条関係）

収 支 精 算 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増△減 備 考

円 円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増△減 備 考

円 円 円

３ 交付金精算

交付金交付 精算事業 交付金精 概算払受
差引交付金

費目
決 定 額 費総額 算額 領総額

未受領（返 備 考

還）額

円 円 円 円 円



別記第１２号様式（第１９条関係）

完 了 検 査 等 調 書

事業の名称：

１ 完了検査調書

(1) 完 了 年 月 日：令和 年 月 日

(2) 完了検査年月日：令和 年 月 日

２ 備品等調書

購 入 継続使用
品名 規格 数量 購入単価 購入金額 耐用年数 備考

年 月 日 希望の有無

円 円



別記第１３号様式（第１９条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった の

令和 年度における実績について、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 交付金交付決定額： 円

３ 年度末の収支の状況：年度末収支状況調書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び年度末の出来高

交付決定 出 来 高

経費の区 工種・品目 事 業 事 業 進捗率 交 付 金

分及び工 ・調査の種 量 又 事 業 費 量 又 事 業 費 (B) の 交 付 備考

事費の区 類等 は 数 (A) は 数 (B) (A)
×100

済 額

分 量 量

円 円 ％ 円

添付書類：１ 年度末収支状況調書

２ 出来高工程表



別記第１４号様式（第１９条関係）

年 度 末 収 支 状 況 調 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円



別記第１５号様式（第２２条関係）

訓練交付金交付申請書

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

申請者 住 所

氏 名

令和 年度において、下記のとおり を実施したいので、訓練交

付金交付要綱により交付金の交付を申請する。

記

１ 事 業 の 目 的：

２ 交 付 金 交 付 申 請 額： 円

３ 事業の内容及び経費配分：事業の内容及び経費配分書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 予 定 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事 業 計 画 の 概 要：事業計画書に記載のとおり

６ 基 金 計 画 の 概 要：基金全体計画書に記載のとおり

７ 収 支 予 算：収支予算書に記載のとおり

添付書類：１ 事業の内容及び経費配分書

２ 事業計画書

３ 基金全体計画書

４ 収支予算書

５ 基金に関し必要な事項を定めた条例、規則その他の規定

注：１ 交付申請書は、交付金の交付の対象となる事業ごとに作成すること。

２ 間接補助事業者は、補助事業者が間接補助の方法により補助事業を行う場

合に記載し、補助事業者の補助金の交付に関する規則等を添付すること。



別記第１６号様式（第２２条関係）

事 業 の 内 容 及 び 経 費 配 分 書

事業の名称：

基 金 経 費 の 配 分
の 運 用 先 運 用 形 態 備 考

名 称 交 付 金 市 町 村 費 そ の 他 計

円 円 円 円



別記第１７号様式（第２２条関係）

事 業 計 画 書

事業の名称：

１ 基金の造成及び処分の状況

基金造成初年度：令和 年度 （令和 年 月 日現在）

基 金 造 成 額 基 金 処 分 額

区 分 前年度ま 本年度 計 前年度ま 本年度 計 備考

で で

円 円 円 円 円 円

交 付 金

市町村費等

運 用 益

合 計

２ 基金の運用計画 （令和 年 月 日現在）

基 金 運 用 額 円 円

運 用 先

運 用 形 態

年 平 均 運 用 利 回 り ％ ％

運用益収入（見込み） 円 円

注：１ 基金の造成及び処分の状況における基金造成額及び基金処分額の本年度につ

いては、計画額又は見込額を記入すること。

２ 基金の運用計画において、運用先又は運用形態が２以上ある場合は、必要に

応じ欄を設けて記入すること。



別記第１８号様式（第２２条関係）

基 金 全 体 計 画 書

事業の名称：

１ 継 続 事 業 の 目 的：

２ 継 続 事 業 の 内 容：

３ 継 続 事 業 の 始 期 及 び 終 期：令和 年 月から令和 年 月まで

４ 継続事業に要する経費の総額： 円

５ 経費の内訳

基 金 造 成 額 基 金 処 分 額 基 金

年度 交付金 市町村 運用益 計 継続特別事 規模・ 事業費 基 金 残 額

費等 業の内容 数量等 処分額

令和 円 円 円 円 円 円 円

年度

令和

年度

令和

年度

令和

年度

計

注：１ 基金造成額の欄及び基金処分額の欄の各項目については、過年度までは実

績により、本年度以降は計画により記入すること。

２ 継続事業の始期年度から終期年度まで全て記入すること。

３ 継続事業の内容等が確認できる必要な資料を添付すること。



別記第１９号様式（第２２条関係）

収 支 予 算 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 内 訳 備 考

円 円

３ 補助事業者の予算議決（又は議決予定）年月日：令和 年 月 日

注：収支予算には、交付金以外の財源も併せて記入すること。



別記第２０号様式（第２６条関係）

補 助 事 業 等 遂 行 状 況 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

について、令和 年 月 日現在の遂行状況を下記のとおり報告する。

記

１ 収支の状況

(1) 収入の部

費 目 予 算 額 収 入 済 額 収 入 未 済 額 備 考

円 円 円

(2) 支出の部

費 目 予 算 額 支 出 済 額 支 出 未 済 額 備 考

円 円 円

２ 基金の処分の状況 （令和 年 月 日現在）

基金造成額
本 年 度 処 分 計 画 額

備 考
処 分 済 額 処 分 未 済 額

円 円 円



別記第２１号様式（第２７条関係）

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

令和 年 月 日付け 号で交付金交付決定の通知があった

を実施したので、下記のとおり報告する。

記

１ 事 業 所 要 額： 円

２ 交付金交付決定額： 円

３ 収 支 精 算：収支精算書に記載のとおり

４ 事 業 実 施 期 間：令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

５ 事業の内容及び成果

基 金 造 成 額 差引増△減額

区 分 交付決定額 実 績 額 (A)－(B) 備 考

(A) (B) 比 較

円 円 円

交 付 金

市 町 村 費

そ の 他

運 用 益

合 計

６ 事 業 の 成 績：事業実績書に記載のとおり

添付書頬：１ 収支精算書

２ 事業実績書

注：運用益については、造成額と処分額を差引した残額を記入すること。



別記第２２号様式（第２７条関係）

収 支 精 算 書

事業の名称：

１ 収入の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増△減 備 考

円 円 円

２ 支出の部

費 目 予 算 額 精 算 額 差 引 増△減 備 考

円 円 円

３ 交付金精算

交付金交付 精算事業 交付金精 概算払受
差引交付金

費目
決定額 費総額 算額 領総額

未受領（返 備 考

還）額

円 円 円 円 円



別記第２３号様式（第２７条関係）

事 業 実 績 書

事業の名称：

１ 基金の造成及び処分の状況

基金の造成初年度：令和 年度 （令和 年 月 日現在）

基 金 造 成 額 基 金 処 分 額

区 分 前年度ま 本年度 計 前年度ま 本年度 計 備考

で で

円 円 円 円 円 円

交 付 金

市町村費等

運 用 益

合 計

２ 基金の運用実績 （令和 年 月 日現在）

基 金 運 用 額 円 円

運 用 先

運 用 形 態

年 平 均 運 用 利 回 り ％ ％

運 用 益 収 入 円 円

注： 基金の運用実績において、運用先又は運用形態が２以上ある場合は、必要に応

じ欄を設けて記入すること。



別記第２４号様式（第２３条関係）

基 金 運 用 ・ 処 分 実 績 報 告 書

（訓練交付金事業）

文 書 番 号

令和 年 月 日

防衛局長
殿

東海防衛支局長

補助事業者 住 所

氏 名

下表のとおり交付金交付決定の通知があった により造成した

基金について、交付決定通知書に付された条件に基づき、令和 年度における基金

の運用及び処分に係る実績を別紙のとおり報告する。

交 付 決 定 額 の 確 定

基金造成年度 交付決定 交付決定通知書 確 定 確 定 通 知 書 基金造成額

年 月 日 文 書 番 号 年 月 日 文 書 番 号

円

注：１ 基金造成年度の交付決定を全て記入すること。

２ 基金造成額は、交付金及び市町村費等（運用益を除く。）の積立額と運用益

の造成及び処分の差額の合計額とする。

３ 基金造成額は、報告年度の年度末現在の額を記入すること。



（別紙）

１ 基金の造成及び処分の状況

基金の造成初年度：令和 年度

基金の 基金造成額（令和 年度末） (A) 基金処分額(B) 基 金 残 高

名 称 交付金 市町村 運用益 運用益 計 令和 令和 計 (令和 年度

費等 造成額 処分額 年度 年度 末)(A)-(B)

円 円 円 円 円 円 円 円 円

注：１ 基金の名称ごとに、基金の処分年度が２以上ある場合は、必要に応じ欄を設

けて記入すること。

２ 基金造成額欄の交付金及び市町村費等については、積立額の総額を記入する

こと。

３ 市町村費等については、運用益は含まない。

４ 基金残高欄には、その内訳として国費相当額を括弧書きすること。

２ 基金の運用実績

基 金 運 用 額 円 円

運 用 先

運 用 形 態

年 平 均 運 用 利 回 り ％ ％

運 用 益 収 入 円 円

注：運用先又は運用形態が２以上ある場合は、必要に応じ欄を設けて記入すること。

３ 基金を充て実施した継続事業

事業年度：令和 年度

継続事 継続事業 規模 事業 実施 継続事業実施期間 基 金

業名 の内容 ・数 主体 場所 （令和 年 月 日～ 事業費 充当額 備考

量等 令和 年 月 日）

円 円

添付書頬：事業内容等が確認できる必要な資料


